
入 札 公 告 

 
 
 次のとおり一般競争入札に付します。 
 
 

令和８年１月２０日 
軽自動車検査協会 

契約担当役 理事長 江角 直樹 
 
 

Ⅰ．入札事項 
１．件  名 本部内電話設備の更新工事 
２．仕  様 仕様書による 
３．数  量 仕様書による 
４．納入期限 令和８年３月１９日（金） 
５．納入場所 仕様書による 

 
Ⅱ．競争参加者に必要な資格に関する事項 

１．令和７・８・９年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一参加資格）「物品の販売」
又は「役務の提供等」の有資格者であって「C」等級以上に格付けされている者であ
ること。 
なお、工事を伴うため、建設業法に基づく電気通信工事業の許可を有していること。 

２．予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 
３．会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 
４．国土交通省から指名停止等を受けている期間中でないこと。 
５．次のいずれにも該当しないこと。 

（１）役員（業務を遂行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じるものをいい、相
談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人・団体に対
し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力
を有するものと認められる者を含む。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号
に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

（２）暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号につい



て同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 
（３）役員等が自己、当該法人・団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認め
られるとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。 

（５）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認
められるとき。 

 
Ⅲ．競争参加資格の確認 
  本競争入札の参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げる書

類を提出し、競争参加資格の有無について確認を受ける必要がある。 
１．提出する書類 

競争参加資格の審査結果の通知書の写し、建設業法に基づく電気通信工事業の許可
証の写し（電子メールの場合は、写しの PDF） 
※余白に提出年月日を記入し、責任者（担当者）の記名押印をすること。 

２．提出期限 
令和８年１月２０日（火）から令和８年１月３０日（金）まで 
上記期間（土曜日及び日曜日・祝日を除く。）午前１０時から午後５時まで 

３．提出場所 
東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号（新宿三井ビル２号館１５階） 
軽自動車検査協会 経営管理室 会計課  
電話 ０３－５３２４－６６２２ 
電子メール nyusatsu@keikenkyo.or.jp 

４．提出方法  
提出場所に持参又は電子メール（nyusatsu@keikenkyo.or.jp）にて提出すること。期限
を超過して提出された（到着した）ものは、その理由の如何を問わずに入札の対象と
しない。）なお、電子メールでの提出の場合、件名に「【〇/〇入札の競争参加資格】」
と記入すること（「〇」は半角数字。「/」は半角）。 

 
Ⅳ．契約条項を示す場所 

上記Ⅲ．３．に同じ 
 

Ⅴ．仕様説明 
１．競争参加資格が持参の場合 



   上記Ⅲ．１．の提出書類確認時に、上記Ⅲ．３．の場所において、協会から仕様書等
を送付する先の電子メールアドレスが分かるもの（名刺等）をご提出いただき、その電
子メールアドレスに仕様書等の必要書類を配付する。なお、配付する電子メールアドレ
スは一つとする。 

 ２．競争参加資格が電子メールでの提出の場合 
   有効な競争参加資格であることを確認次第、ご提出いただいたメールアドレスに仕

様書等の必要書類を配付する。なお、配付する電子メールアドレスは一つとする。  
 
Ⅵ．入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

１．日  時 令和８年２月１３日（金） 午後２時から 
２．場  所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号 新宿三井ビル２号館 １６階 

軽自動車検査協会 本部 会議室 
３．入札書の提出方法 入札場所に持参すること。 

 
Ⅶ．その他 

１．独占禁止法に違反する行為があった場合の措置 
独占禁止法に違反する行為があった場合は、入札が無効になり、契約締結後にあっ 

ては損害賠償金の請求を行うとともに契約を解除することがある。  
２．入札保証金及び契約保証金 免除 
３．入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した
入札は無効とする。 

４．入札書の記載金額 
  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
り捨てた金額）をもって契約価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る
課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０
分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

入札書に記載された金額の内訳を別紙として初回分に限り添付すること。 
５．落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 
る。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に 
適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結
することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると
認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最



低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 
     なお､同額入札の場合は､当該入札者によるくじ引きにより決定する｡ 
   また、入札の結果については公表することがある。 
 ６．契約書の作成の要否 要 
  
 
 
 
〔連絡先〕 
東京都新宿区西新宿三丁目２－１１ 新宿三井ビル 2 号館 １５階 
（調達及び仕様に関すること） 
軽自動車検査協会 総務部総務課        電話 ０３－５３２４－６６１１ 
（その他に関すること） 
軽自動車検査協会 経営管理室会計課      電話 ０３－５３２４－６６２２ 

ＦＡＸ ０３－５３２４－６６２１ 


